
○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和三十七年法律第八十八号）

（目的）

第一条 この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合

的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域

との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、

他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民

の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。

２ この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における

住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。

一 電灯用電気供給施設

二 道路及び渡船施設

三 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学を容易にするための

自動車、渡船施設又は寄宿舎

四 診療施設

五 飲用水供給施設

六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

（総合整備計画の策定等）

第三条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経

て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」という。）

を定め、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市町村は、あらかじ

め、都道府県知事と協議しなければならない。

２ 総合整備計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一 整備を必要とする辺地の事情

二 整備しようとする公共的施設

三 整備の方法

四 整備に要する経費とその財源内訳

五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

３ 都道府県知事は、第一項の規定により市町村が総務大臣に提出する総合整備計画に関し、当該都

道府県が当該市町村に協力して講じようとする措置の計画を定め、これを総務大臣に提出するもの

とする。

４ 総務大臣は、第一項の規定により総合整備計画の提出があつた場合においては、ただちに、その

旨を当該総合整備計画について関係がある各省各庁の長（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）

第二十条第二項の各省各庁の長をいう。）（以下「関係各省各庁の長」という。）に通知しなけれ

ばならない。この場合において、関係各省各庁の長は、当該総合整備計画についてその意見を総務

大臣に申し出ることができる。

５ 前四項の規定は、第一項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当該総合整備計画を変更

しようとする場合について準用する。

（関係各省各庁の長等の協力）

第四条 総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関

係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることができる。

２ 総務大臣は、総合整備計画のうちに、第二条第二項各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村

以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、

これらの者に対し、これらの施設の設置及び経営について当該市町村に対する協力を求めることが

できる。

（地方債）

第五条 第三条第一項の規定により市町村が総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて実施する公



共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法（昭和二十三年法律第

百九号）第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とする

ことができる。

（元利償還金の基準財政需要額への算入）

第六条 総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の財

源に充てるため起こした地方債（当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う

収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。）で、総務大臣が指定したものに

係る元利償還に要する経費は、地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）の定めるところに

より、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとす

る。

（助言及び調査）

第七条 総務大臣又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために

必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村に

ついて調査を行うことができる。

（政令への委任）

第八条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則

１ この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十

八年度分の地方交付税から適用する。

２ 地方交付税法の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

３ 自治省設置法（昭和二十七年法律第二百六十一号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則〔平成一〇年六月一二日法律第一〇一号抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。〔後略〕

附 則〔平成一一年七月一六日法律第八七号抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 〔前略〕附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、

第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第

百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

二～六 〔略〕

（国等の事務）

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前に

おいて、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方

公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法

律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処

理するものとする。

（処分、申請等に関する経過措置）

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則

第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処

分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改

正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申

請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき

者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これ

に基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後に

おける改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされ

た処分等の行為又は申請等の行為とみなす。



２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、

届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされて

いないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、

改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、

提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、こ

の法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（不服申立てに関する経過措置）

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この

条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条

において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施

行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の

規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に

当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該

機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一

号に規定する第一号法定受託事務とする。

（手数料に関する経過措置）

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段

の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。

２ 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕

（処分、申請等に関する経過措置）

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施行前

に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知そ

の他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施

行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の

処分又は通知その他の行為とみなす。

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出そ

の他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施

行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみな

す。

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続

をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていない

ものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関

係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続を

しなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等

の施行後の法令の規定を適用する。

（従前の例による処分等に関する経過措置）

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許

可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき

申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後

は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、

相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

（政令への委任）

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等

改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措



置を含む。）は、政令で定める。

附 則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕

（施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 〔前略〕第千三百四十四条の規定 公布の日

二 〔略〕 


